
令和７年度第６回豊山町選挙管理委員会会議録 

 

１ 開催日時  令和８年３月２日（月） 午後２時００分～午後２時３０分 

 

２ 開催場所  豊山町役場３階 会議室３ 

 

３ 出席者 

（１） 豊山町選挙管理委員会委員 

  委員長  安藤保信 

委 員  江崎弘 坪井兼俊 小塚勝好 

（２） 事務局 

  書記長  林真吾 

書 記  佐藤浩介 佐藤美樹 毛利文香 保子明德 

 

４ 議題 

  選挙人名簿に登録する日の変更について 

選挙人名簿定時登録について 

 

５ 会議資料 

  議案第２７号 選挙人名簿に登録する者を定めること 

 

６ 議事内容  

事務局： ただ今から令和７年度第６回豊山町選挙管理委員会を始めさせていただきま

す。はじめに、委員長よりごあいさつをいたします。委員長よろしくお願いい

たします。 

 委員長： 本日は、選挙管理委員会を開催いたしましたところ、委員の皆様方には、大

変お忙しい中、ご出席いただきまして厚くお礼申し上げます。 

本日の委員会の議題は、「選挙人名簿に登録する日の変更に関する報告」と「定

時登録についての議案」の計２件でございます。ご審議のほど、よろしくお願

いいたします。 

 以上をもちまして、挨拶とさせていただきます。 

 事務局： それでは、議事の取り廻しを委員長お願いいたします。 

委員長： 本日の議題は２件です。はじめに、「選挙人名簿に登録する日の変更に関する

報告」について、事務局に説明を求めます。 

事務局： 内容につきまして、ご説明いたします。次第の次ページの告示の写しをご覧

ください。 

公職選挙法第２２条第１項の規定により登録月の１日が条例で定められた地



方公共団体の休日に当たる場合は、同日の直後の地方公共団体の休日以外の日

に選挙人名簿の登録を行う日を変更することができることとなっております。 

３月１日は日曜日でしたので、地方公共団体の休日以外の日に当たる本日を

選挙人名簿の登録の日とさせていただきました。 

また、公職選挙法施行令第１４条第１項の規定により、選挙人名簿の登録を

行う日を変更した場合には登録を行う日を告示しなければならないと明記され

ております。ご覧いただいております資料は、ただ今ご説明しました告示の写

しとなります。 

以上で説明を終わります。 

委員長： 事務局からの説明が終わりました。ここで、質疑に入ります。 

     質疑のある方のご発言をお願いします。 

委 員：（なし） 

委員長： ないようですので質疑を終わります。 

 次に議題２についてです。事務局に議案第２７号「選挙人名簿に登録する者

を定めること」について、説明を求めます。 

事務局： 議案第２７号「選挙人名簿に登録する者を定めること」についてご説明いた

します。令和８年３月２日現在における公職選挙法第２２条第１項の規定に基

づく選挙人名簿に登録する者を、次のとおり定めてよろしいかお伺いします。 

（人数を資料により説明。選挙人名簿の抄本を回覧。） 

委員長： 事務局からの説明及び名簿の回覧が終わりました。ここで、質疑に入ります。

質疑のある方の発言を求めます。 

委 員：（なし） 

委員長： ないようですので質疑を終わります。それでは、採決に入ります。 

     議案第２７号について、賛成の方の挙手を求めます。 

委 員：（全員挙手） 

委員長： 全員賛成と認めます。 

      以上で、本日の議題は終了となります。その他で何かありましたらお願いい

たします。 

 委 員： 豊場冨士投票所の名称について。以前は冨士保育園（豊場字流川４６番地）

が投票所であったので名称のとおりでよかったが、志水小学校（豊場字下戸１

番地）に変更後も投票所の名称は「冨士」のままであるので、投票当日に誤っ

て冨士保育園に行ってしまう選挙人もいるのではないか、名称を変更してはど

うかという意見が町民からあったので、検討してもらえないだろうか。 

 事務局： 貴重なご意見を頂戴しまして、ありがとうございます。参考とさせていただ

きます。しかしながら、必ずしも投票所の名称と住所の小字や施設の名称が同

一となるわけではございませんので、どうかご了承ください。もし今後、投票



区の区割り等について見直しが必要になった場合は、名称につきましても併せ

て検討いたします。 

委 員： わかりました。よろしくお願いします。 

委員長： その他で何かありましたらお願いいたします。 

事務局： 事務局から３点ご報告をいたします。 

     本日議決いただいた選挙人名簿に基づき、選挙人名簿登録者数を愛知県に報

告いたします。 

また、選挙人名簿登録者数に基づき、町の条例の制定改廃や、町の監査委員

への監査請求などの直接請求をする場合の必要署名人数の告示を行います。 

最後に、本日の委員会が本年度の最後となります。1 年間誠にありがとうご

ざいました。 

委員長： 以上で、本日の委員会を終了します。ありがとうございました。 

 

上記のとおり豊山町選挙管理委員会規程第１４条の規定に基づき、令和７年度第６回

豊山町選挙管理委員会の議事の経過及びその結果を明確にするためにこの会議録を作成

し、委員長及び出席委員３人が署名する。 

 

令和８年３月３１日 

委員長   安 藤 保 信 

 

 

委 員   江 崎  弘  

 

 

委 員   坪 井 兼 俊 

 

 

委 員   小 塚 勝 好 

 


